
令和６年度「丹波くりマイスター養成講座」
募集・応募要領

１ 募集内容
(1) 募集対象・要件

京丹波町において、丹波くりの生産技術指導の要となり、また、栽培の魅力を発信するス

ポークスパーソンとして、地域での丹波くり栽培をリードする中核的生産者と成り得る者

で以下①～③の要件を満たす者

① 京丹波町内において丹波くり栽培を行っている者、丹波くりの栽培をしたい者

② 研修終了後、各地域において、自ら積極的に他の生産者等の指導にあたるとともに、丹

波くり栽培の魅力を発信できる者

③ 町から、他の生産者等に対する指導要請があった場合は、積極的に協力できる者

(※) 受講申込書を受理後、園地を確認させていただきますので、御了承ください。

(2) 募集人数 ５名（町内に住所を有する方）

２ 応募方法・締切
(1) 提出書類
下記書類を封入し、送付先まで郵送または持参してください。

（封筒に『「丹波くりマイスター養成講座」受講申込』と記載ください。）

① 別添「受講申込･受講条件同意書」

② 園地写真（全景１枚、くり樹状況２枚／紙にプリントしたものでも可）

(2) 送 付 先 〒622-0292 京丹波町蒲生蒲生野４８７番地１

京丹波町役場 産業建設部 農林振興課 宛て

(3) 募集期間 令和６年４月２５日(木) ～ ５月１５日(水)必着

※応募が多い場合は抽選とします。

３ 受講決定通知
令和６年６月１０日(月)までに文書で通知します。

４ その他留意事項
・作業実施中の怪我に対する責任は負いかねますので、御了承の上、お申込みください。

・研修費用は、無料です。



令和６年度「丹波くりマイスター養成講座」
受講申込・受講条件同意書

【受講条件】

① 研修終了後、各地域において、自ら積極的に第３者の生産指導にあたるとともに、丹波

くり栽培の魅力を発信し、丹波くり振興に努めること。

② 町から、他の生産者等に対する指導要請があった場合は、積極的に協力するとともに、

事前の連絡の上で、町が当該生産者等に氏名・連絡先を伝達することに同意すること。

③ 研修中は、自ら安全作業に留意するとともに、作業中のケガは自己の責に帰すこと。

開催趣旨、要領の内容を理解し、上記の受講条件を承諾の上、講座受講を申し込みます。

令和６年 月 日

京丹波町長 様

本人署名 ： ㊞

ふ り が な

氏 名 (年齢： 才)

住 所

（〒 － ）

電 話 番 号
※研修日時等、大切な連絡を

行いますので、つながりやす

い番号を記載してください。

新規担い手研修
受講歴

① Ｈ２８年度研修 ② Ｈ２９年度研修 ③ 無し
※いずれかに○をしてく

ださい。

丹波くり栽培
経験年数

年

くり園所在地
※任意：くり園の所在地がわかる地図を添付いただけると助かります。

※園地を確認させていた

だきますので、御了承くだ

さい。

栽培面積・樹齢 面積： 樹齢：

所属している
生産者団体等

※ 所属されている団体等が

あれば記載してください。

＜添付書類＞
園地写真（全景１枚､くり状況２枚） ※紙にプリントしたものでも可


